
タイムラインの修正について 

１ 現状 

昨年度依頼をさせていただいたタイムラインについては、各市町村の皆様の御協力により、

全ての水位周知河川においてタイムラインを作成することができ、目標を達成することが出来

ました。御協力いただきましてありがとうございました。 

２ タイムラインの修正 

令和３年３月５日に災害対策基本法改正案が閣議決定され、大雨時に住民の円滑な避難を促

すため、市町村が発令する避難情報を避難勧告、避難指示（緊急）から避難指示に一本化する

こととなりました。今国会で今回の法改正に併せ、防災情報を５段階に分類する大雨・洪水警

戒レベルを改定し、今年の梅雨時期からの運用を開始する予定とのことです。 

   このことから、タイムラインを順次修正していく必要がありますので、適宜見直しを行って

いただければと思います。 

   今後、河川課でも策定の支援を行いますので、策定にあたっての確認事項等がありましたら

ご相談ください。 

３ タイムラインの対象 

対象とする災害：台風の接近・上陸に伴う洪水 

  対象とする河川：水位周知河川に指定されている河川 
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４ その他 

  新たに水位周知河川に指定される河川については、タイムライン作成に向けた検討を進めて

いただき、可能な限り早期にタイムラインの作成をお願いします。 

  なお、既にタイムラインを作成済みの市町村・河川においては、災害時における運用結果や

水防訓練等を踏まえて、タイムラインの見直しが必要となった場合は、県河川課まで連絡をお

願いします。 


